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香川労働局（局長 松瀨貴裕）は、令和 4 年 4 月からスタートした「次世代育成支援対策推

進法」に基づく新たな認定制度により、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り

組む企業として、株式会社百十四銀行（取締役頭取  綾田裕次郎）を香川県内で初めて「プ

ラス」認定しました。 

株式会社百十四銀行は 2017 年 6 月に「プラチナくるみん」認定を取得。今回、この認定に

加え「プラス」認定を取得しました。 

なお、香川労働局では、下記の日程で、認定通知書交付式を行うこととしています。 
 

 

添付資料 

資料１ 株式会社百十四銀行の取組概要 

資料２ 令和 4年 4月 1 日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました！ 

資料３ 香川労働局管内「プラチナくるみん」認定企業一覧 
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香川労働局雇用環境・均等室 

   雇用環境・均等室長  佐藤 真理子 

指導係  中西 由莉彩 

【電話】 087-811- 8924 

【夜間】 087-811- 8928 

ＨＰ：https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/ 

香川労働局発表 

 令和４年 12 月 19 日  

【認定通知書交付式】 

※当日取材を行う場合は事前に連絡をお願いします。 

※交付式後、香川労働局長と綾田頭取との意見交換を予定。 

日時：令和４年 12 月 21 日（水）13：00 ～14：00 

会場：香川労働局 第１会議室 

    （高松市サンポート 3－33 高松サンポート合同庁舎北館２階） 

【県内初】百十四銀行が「プラス」認定を取得 

～「プラチナくるみんプラス」認定通知書交付式を行います～ 


